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令
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六
年
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一
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東
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都
知
事　

小　
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百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
六
号

職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
別
記
第

二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
七
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
規
則
第
百
十
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改

め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
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則
別
記
第
二
十
三
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
五
号
様
式
ま
で
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の

は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
八
号

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処

理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
別
区
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
特
別
区
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
十
七
の
項
チ
中
「
乳
児
院
、
」
を
「
乳
児
院
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
児
童
発
達
支
援

セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
」

を
削
り
、
同
表
二
十
一
の
項
ニ
中
「
被
保
険
者
証
等
」
を
「
被
保
険
者
等
資
格
情
報
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
二
十
一
の
項
の
改
正
規
定
は
、

令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
四
十
九
号

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処

理
す
る
事
務
の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
に
お
け
る
東
京
都
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務

の
範
囲
等
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
東
京
都
規
則
第
百
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
の
表
十
一
の
三
の
項
中
「
及
び
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
（
同
法
第
四
十
三
条
第
二
号
に
規

定
す
る
医
療
型
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
表
十
三
の
四
の
項
ニ
及
び
十
三

の
四
の
二
の
項
ニ
中
「
被
保
険
者
証
等
」
を
「
被
保
険
者
等
資
格
情
報
」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
十
三
の
四
の
項
及
び
十
三
の
四

の
二
の
項
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
十
二
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京
都
心
身
障

害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
号

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東

京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
規
則
第
九

号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
東
京

都
心
身
障
害
者
扶
養
年
金
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
十
六
号
様
式
ま
で
の
規
定
中
「懲

役
又
は
禁
錮
の
刑

」
を
「拘

禁

刑

」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
一
号

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
年
東
京
都
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
十
一
号
様
式
中
「懲

役
又
は
禁
錮 こ

の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
四
号
様
式
中
「懲

役
・
禁
錮
の
刑

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
葬
儀
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
知
事　

小　

池　

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
五
十
二
号

東
京
都
葬
儀
所
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
葬
儀
所
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
一
年
東
京
都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
知
事
」
の
下
に
「
又
は
指
定
管
理
者
（
条
例
第
十
条
第
一
項
に
規

定
す
る
指
定
管
理
者
を
い
う
。
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
中
「
条
例
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
」
を
削
る
。

別
表
第
二
青
山
葬
儀
所
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
山
葬
儀

式
場

利
用

料

全
体
を

利
用
す

る
と
き

一
回
（
二
十

四
時
間
以

内
）

百
七
十
万
三
千
円

二
百
四
万
三
千
六
百円

二
室
を

利
用
す

る
と
き

百
四
十
万
三
千
円

百
六
十
八
万
三
千
六

百
円

所

一
室
を

利
用
す

る
と
き

百
十
九
万
五
千
円

百
四
十
三
万
四
千
円

柩ひ
つ
ぎ保

管
料

一
柩き

ゆ
う（

二
十

四
時
間
以

内
）

一
万
六
千
円

一
万
九
千
二
百
円

別
表
第
二
備
考
二
中
「
以
内
の
額
」
の
下
に
「
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中

「使	用	日	時

　
年
　
月
　
日

　
時
　
分
か
ら
　
時
　
分
ま
で

待
合
室
利

用
の
有
無

有
・
無

単
位
第
（
一
・
二
）
種

　
年
　
月
　
日

　
時
　
分
か
ら
　
時
　
分
ま
で

待
合
室
利

用
の
有
無

有
・
無

単
位
第
（
一
・
二
）
種

　
年
　
月
　
日

　
時
　
分
か
ら
　
時
　
分
ま
で

待
合
室
利

用
の
有
無

有
・
無

単
位
第
（
一
・
二
）
種

」
を

「使	用	日	時

式
　
場

年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
か
ら

年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
ま
で

柩 ひ
つ
ぎ

保
管

種
　
別

（
全
体
・
二
室
・
一
室
）

年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
か
ら

年
　
　
月
　
　
日
　
　
時
　
　
分
ま
で

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中
「火

葬
時
間

」
を
「時

間

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
二
中

「

使
用

日
時

　
　
年
　
月
　
日

　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
ま
で

待
合
室
利
用
の
有
無

有
・
無

単
位

第
（
一
・
二
）
種
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使
用
許
可
内
容

使
用

日
時

　
　
年
　
月
　
日

　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
ま
で

待
合
室
利
用
の
有
無

有
・

無
単

位
第
（
一
・
二
）
種

使
用

日
時

　
　
年
　
月
　
日

　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
ま
で

待
合
室
利
用
の
有
無

有
・

無
単

位
第
（
一
・
二
）
種

」
を

「使
用
許
可
内
容

式
場

　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
か
ら

　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
ま
で

種
　
別

（
全
体
・
二
室
・
一
室
）

柩 ひ
つ
ぎ

保
管
　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
か
ら

　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
ま
で

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
の
四
中

「還
付
対
象
と
な
る

使
用
許
可
内
容

使
用

日
時

　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
ま
で

待
合
室
利
用
の
有
無

有
・

無
単

位
第
（
一
・
二
）
種

使
用

日
時

　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
ま
で

待
合
室
利
用
の
有
無

有
・

無
単

位
第
（
一
・
二
）
種

使
用

日
時

　
　
年
　
　
月
　
　
日

　
　
時
　
　
分
か
ら
　
　
時
　
　
分
ま
で

待
合
室
利
用
の
有
無

有
・

無
単

位
第
（
一
・
二
）
種

」
を

「還
付
対
象
と
な
る

使
用
許
可
内
容

式
場

　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
か
ら

　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
ま
で

種
　
別

（
全
体
・
二
室
・
一
室
）

柩 ひ
つ
ぎ

保
管
　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
か
ら

　
　
年
　
		月
　
		日
　
		時
　
		分
ま
で

」
に

改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２　

東
京
都
葬
儀
所
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
に
よ

る
改
正
後
の
東
京
都
葬
儀
所
条
例
別
表
第
二
に
規
定
す
る
施
設
等
の
使
用
に
関
し
、
こ
の
規
則
に
よ

る
改
正
後
の
東
京
都
葬
儀
所
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
に
つ
い

て
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
葬
儀
所
条
例
施
行
規
則
別
記
第
一

号
様
式
、
第
三
号
様
式
、
第
三
号
様
式
の
二
及
び
第
三
号
様
式
の
四
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す

る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

規
　
　
　
則
（
教
）

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
七
号

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
処
務
規
則
（
平
成
十
八
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
京
都
西
部
学
校
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
同　
　
　

立
川
高
等
学
校

」
を

「
同　
　
　

立
川
高
等
学
校

同　
　
　

立
川
緑
高
等
学
校

」
に
改
め
る
。

附　

則



5 令和6年10月11日（金曜日） （増刊　58）東　京　都　公　報

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

学
校
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
八
号

学
校
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中
「禁

錮

」
を
「拘

禁
刑

」
に
改
め
る
。

附　

則

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
学
校
職
員
の
期
末
手
当
に
関
す
る
規
則
別

記
第
二
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
十
九
号

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
立
学
校
設
置
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
項
中

「
同　
　
　

立
川
高
等
学
校

全
日
制

定
時
制

普
通
科
、
創
造
理
数
科

普
通
科

」
を

「
同　
　
　

立
川
高
等
学
校

同　
　
　

立
川
緑
高
等
学
校

全
日
制

定
時
制

定
時
制

普
通
科
、
創
造
理
数
科

普
通
科

総
合
学
科

」
に

改
め
る
。附　

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓
　
　
　
令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
六
年
十
月
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
一
の
項
中
「
東
京
都
立
立
川
高
等
学
校

」
を

「
東
京
都
立
立
川
高
等
学
校

東
京
都
立
立
川
緑
高
等
学
校

」
に
改
め
る
。

附　

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

規
　
　
　
則
（
公
）
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特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
６
年
10月
11日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長　

廣　
瀨　

道　
明

◉東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
13号

特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
異
性
接
客
営
業
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（平
成
29年
５
月
15日

東
京
都
公
安
委
員

会
規
則
第
５
号

）の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
14号

（表

）中
「懲

役

」を

「拘
禁
刑

」に
改
め
る
。

附　
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
７
年
６
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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